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第一章第一章第一章第一章    総総総総            則則則則    

 （名称及び事務所） 

第１条 本連盟は、栃木県シニアテニス連盟（以下「連盟」という。）と称し、事務所は 

事務局長宅に置く。 

 （所 属） 

第２条 連盟は、日本シニアテニス連盟（以下「本部」という。）及びその下部組織であ

る 

北関東地区に所属する。 

 

第二章第二章第二章第二章    目的及び事業目的及び事業目的及び事業目的及び事業    

 （目 的） 

第３条 連盟は、テニスを通じ会員の健康増進と会員相互の親睦を深め、併せてテニスの 

普及発展に努めることを目的とする。 

（事 業） 

第４条 連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

一 本部及び北関東地区の主催する事業に参加協力する。 

二 連盟が主催する大会を、オープン大会も含め年間数回開催する。 

三 近隣県との親善対抗戦を開催する。 

四 地区活動として、県北、県央及び県南地区単位で行事を行い連盟はこれを後援

する。 

 

第三章第三章第三章第三章    組組組組            織織織織    

 （組 織） 

第５条 連盟に次の組織を置く。 

   一 会長の下に理事長を置く。  

二 理事長の下に事務局を設置し、事務局内に総務部、経理部及び競技部を置く。 

三 県内を県北、県央及び県南の３地区に分け、円滑な運営を目指す。 

 

第四章第四章第四章第四章    会会会会            員員員員    

（資 格） 

第６条 連盟の会員は女性５０歳以上、男性６０歳以上の者で、連盟の手続きを経て本  

部で許可された次の各号に掲げる者とする。 



   

  一 栃木県在住者 

    二 県外の希望者 

  ２ 休会（疾病その他の理由）を願い出る者は、その旨を連盟に申し出て許可された

者とする。ただし、休会承認後５年間連盟に連絡なき場合は退会扱いとする。 

３ 復会を願い出る者は、その旨を連盟に申し出て連盟の手続きを経て本部で許可さ

れた者とする。 

  ４ 退会を願い出る者は、その旨を連盟に申し出て、許可された者とする。 

なお、会員が死亡したときはこれを退会したものとみなす。 

５ 正当な理由なくして会費を納入しない者は退会扱いとする。                  

 ６ 休会中の者は、第７条に定める権利を有しない。 

（権利と義務） 

第７条 会員は、第４条に定める事業に参加する権利と義務を有する。 

（会 費） 

第８条 連盟の年会費は２，０００円とする。 

  ２ 会員は会費を毎年４月３０日までに納入しなければならない。ただし、年度途中

で会員になった場合は速やかに納入しなければならない。 

  ３ ４月３０日までに休会を申し出て承認された者は、その年の会費は免除する。 

 

第五章第五章第五章第五章    役役役役            員員員員    

（役 員） 

第９条 連盟に常務理事、理事及び監事を置く。 

一 常務理事 

     会  長 １名 

理 事 長 １名 

   事務局長 １名 

総務部長 １名 

経理部長 １名 

競技部長 １名 

二 理  事 

総務部担当 若干名 

経理部担当 若干名 

競技部担当 若干名 

 三 監  事  ２名 

 

（役員の選出） 



第１０条 理事及び監事は各地区の会員の中から選出し理事会で承認する。 

 ２ 常務理事は理事の中から理事会において選出する。 

（役員の任務） 

第１１条 各役員の任務は次のとおりとする。 

一 会長は、連盟を代表し対外的な業務を担当するとともに、連盟全体を統括 

し北関東地区の役員を兼務する。 

    二 理事長は、会長を補佐し理事会等の業務を総括するとともに、会長に事故あ 

るときは、その職務を代行する。また、北関東地区の理事を兼務する。 

    三 事務局長は、理事長を補佐するとともに、事務局の業務を総括する。 

    四 総務部長は、連盟内の総務全般を担当する。また、県内３地区の活動を支援

する。 

    五 経理部長は、連盟内の収支を担当する。 

    六 競技部長は、連盟内行事の企画立案及び大会運営を担当する。また、県内３

地区の活動を支援する。 

  七 監事は、連盟の会計及び業務の監査を行う。また、理事会等に出席し意見を

述べることができる。 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の定年） 

第１３条 役員の定年は７５歳とする。ただし、理事会の承認により、継続できるものと

する。 

     

（顧 問） 

第１４条 連盟に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

３ 顧問は、理事会の諮問に応じて理事会に出席し意見を述べることができる。 

 

第六章第六章第六章第六章    会会会会                議議議議    

（会 議） 

第１５条 連盟の会議は理事会及び常務理事会とする。   

（会議の招集） 

第１６条 理事会は、会長が召集しその議長となる。また、会長は、理事の２分の１以上

から請求があったときは、理事会を召集しなければならない。 

２ 常務理事会は、必要に応じて開催する。 

 



 

 

（審議事項） 

第１７条 理事会は次に掲げる事項を審議する。 

一 理事、監事の承認及び常務理事の選任に関する事項 

二 規約の制定及び改正に関する事項 

三 事業計画及び執行に関する事項 

四 予算及び決算に関する事項 

２ 常務理事会は、次に掲げる事項を審議する。 

一 理事会に諮る事案等に関する事項 

二 緊急性を伴う事案に関する事項 

（会議の成立及び議決） 

第１８条 理事会は、理事の３分の２以上の出席をもって成立し、議決は出席理事の過半

数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

２ 常務理事会は、常務理事４名以上の出席をもって成立し、議決は全会一致とす

る。  

 

第七章第七章第七章第七章    会会会会            計計計計    

（経費の支弁）   

第１９条 連盟の経費は、会費、事業収入及びその他寄付金等により支弁される。 

（会計年度及び会計監査） 

第２０条 連盟の会計年度は、毎年１月１日に始まりその年の１２月３１日をもって終了

する。 

２ 会計監査は年度終了翌月に実施する。 

 

第八章第八章第八章第八章    雑雑雑雑            則則則則    

（補 則） 

第２１条 この規約に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は理事会が別に

定める。 

 

附 則 

この規約は、平成２２年１月１日から施行する。 

この規約は、平成２７年３月２６日から施行する。 

   この規約は、平成２９年１月１２日から施行する。 

 


